
加
賀
諮
御
定

!/l! 

六

打
か
け
候
俄
、
依
共
口
問
郡
山中
行
裁
可
被
巾
付
候
事
。

一
、
与
中
小
百
姓
手
前
よ
り
、
十
村
頭
方
h
紐
銭
物
、

一
切
取
申
問

一
、
御
折
桂
衆
、
井
相
果
申
裁
之
上
知
よ
り
、
跡
々
年
賀
方
に、

稀

代
又
は
年
季
陀
相
究
、
不
依
男
女
先
絵
入
手
前
に
召
世
候
者
之
儀
、

世
代
官
栄
・常
給
人
余
よ
り
可
被
召
返
回
目
断
有
之
付
て
は
、
御
折
桂

衆
は
不
及
異
儀
可
相
返
候
。
死
去
仕
候
衆

h
k

手
前
は
、
先
如
御
法
度

円
相
〉

未
進
前
之
内
員
数
相
帯
、
有
桜
之
給
米
可
出
時
間
を
以
算
用
相
究
、
車中

公
之
年
数
油
開
次
第
陀
相
返
ベ
き
布
。

一
、
郡
山
中
行
b
絡
事
小
百
姓
可
相
断
儀
、
直
々

に
可
承
屈
。
下
代
弁

十
村
頭
取
っ
き
に
不
可
及
。
併
百
姓
中
分
に
よ
り
十
村
一
肌
可
同
道
事
。

一
、
釣
百
姓
、
御
代
官
・紛
人
非
分
之
儀
巾
懸
紙
於
有
之
は
、
途
穿

盤
、
郡
移
行
衆
よ
り
念
皮
可
被
巾
上
部。

て
御
代
官
・給
人
之
下
代
在
h

k

h

指
遣
、
百
姓
賄
之
儀
、
有
合
を
以

一
汁

一
茶
た
る
べ
き
也
。
泊
希
例
候
俄
一
切
停
止
之
事
。

一
、
都
中
用
水
井
川
除
普
紛
之
俄
、賠
百
姓
手
透
之
時
分
を
十
村
頭
・

村
肝
煎
・長
百
姓
勘
見
計
、
郡
寝
中
行
衆
ね
相
街
可
被
申
付
事
。

て

十
村
頭
、
合
力
・す
L
め
・
た
の
も
し
、
与
中
白
申
懸
候
償
於
有

之
は
、

念
度
品開
都
民
可
被
仰
付
候
事
。

一
、
組
頭
自
分
之
銀
・米
、
高
利
陀
借
付
候
儀
仕
間
数
事
。

一
、
組
中
巾
分
に
付
て
、
企
部
ね
相
品
川
候
十
村
顕
鮪
銀
子
、
与
中
b

一 致
、 司E

訴。
人
主l弘

先
五
ヶ
年
は
停
止
之
耳I。

一
、
新
問
先
五
ヶ
年
御
停
止
之
旨
被
仰
出
候
。
但
、
永
荒
官同
之
件
、

崎
山
を
其
者
と
し
て
問
中
儀
は
可
震
各
別
都
。

一
、
仰
公
領
地
夫
銀
、
物
成
百
石
陀
付
四
拾
匁
宛
被
潟
山
正
也
候
。

此

外
に
御
用
在
之
候
而
就
被
召
仕
は
、
給
人
知
之
夫
銀
御
定
之
並
に
御

下
行
可
被
成
候
之
肱
師
、
制
奉
行
裁
と
し
て
人
足、

山
中
行
栄
之
切
手
を

取
、
共
時
々
に
台
所
衆
ね
相
断
。
御
土
磁
よ
り
銀
子
山
間
取
、
制
州
中
h

白

川

)

可
被
相
波
候
。
若
給
人
地
之
人
足
於
被
召
泣
は
、
右
同
前
御
下
行
可

被
下
候
都
。

一
、
御
分
圏
中
宿
h
k

僻
路
於
扱
召
逝
候
は
、
至
其
時
に
仰
裕
行
然
よ

り
切
手
次
第
可
出
候
。
若
無
切
手
体
馬
出
候
K
付
て
は
、
共
所
之
肝

煎
井
馬
主
可
需
品削
言
候
。
此
外
在
々
よ
り
僻
馬
於
召
遣
は
右
同
前
。

然
共
金
団
仲
町
中
駄
賞
馬
並
に
御
下
行
可
被
下
事
。

一
、
御
分
間
中
在
々
所
々
野
間
就
在
之
は
、
作
所
に
成
候
分
野
銭
御

赦
菟
可
敏
成
候
係
、
御
見
立
を
巾
叫州
、刑制
裕
行
裁
と
立
品
目
致
検
地
、
相

- f費
、野

此 銭
以 可
前被
京 相
君主ヲrtil
IZ: lll-'-' 
世。

寸ず

来
候
酒
役

も2
ろv

役

紺
屋
役

営
~f. 
よ
り

御
赦
発
之
事
。

右
依

h
k

無
相
違
桜
花
可
被
申
付
候
。
活
刷
叫
之
儀
有
之
付
て
は
、
都
港

行
中
可
震
越
度
旨
被
仰
山
者
也
。

究
永
八
年
三
月
十
三
日

横

山

山

城

守

本

多

安

房

守

部

奉

行

衆

中

八
六

軍
役
及
び
指
物
等
之
儀
御
定

御
率
役
之
定

カ11

f:t 

一
高
石
に
付

、

の

り

寸ー

本

I! 

、

馬

来

二
十
五
騎

地

三
十
五
挺

鑓 鍛

本

弓

但
集
分
次
第

以
上

加
到
滞
御
定
則
自
怨

越
中

能
登

一
高
石
に
付

、

の

騎 本

ぼ

り

、
I13 

地9!i:

寸ー

挺

鑓鍛

十

本

、

弓

何
気
分
次
第

以
」二

党

一、

殴
絞
仰
の
ぼ
り

折
か
け
二
は
ピ
、
長
さ
常
の
長
の
ぼ

り
、
地
白
黒
堂
筋
か
い
三
筋
。

折
か
け
三
は
ピ
、
上
黒
〈
下
白

t
そ

ぎ
つ
ぎ
、

上
に
思

HU--、
の
も
ん
、

長
さ
二

m一
尺
。

折
か
け
三
は

w
h

、
地
黒

t
白
き
筋
比
仰

い
三
筋
、

上
に
忠
ひ
/
¥
の
も
ん
‘

長
さ
二
間

一
尺
。

し
ゃ
う

λ
¥ひ
の
羽
織
。

一
、
御
馬
犯
の
ぼ
り

て

御
先
手
裁
の
ぼ
り

一
、
御
鴎
姐
組
頭

立
物

金
の
わ
ね
け
。

一
本
し
な
へ
、
と
ん
地
民
金
の
も
ち

い
七
つ
、
長
さ
九
尺
。

一
本
し
た
へ

、
む
ら
さ
き
地
陀
金
の

も
ち
い
七
つ
、
長
さ
九
尺
。

同

一、

大
小
姓
策
指
物

、
同

組
頭
数
指
物

プ〈




